
◆募金の使いみち
　みなさんからお寄せいただいた募金は、この地域の「地域福祉活動費」や「見舞金」として配分されます。
　「地域福祉活動費」は、地域の生活課題に応じて、下記枠内のような取組みに配分されます。
　「見舞金」は、寝たきり高齢者や認知症高齢者を自宅で介護される世帯や、支援を必要とする世帯などへ配分されます。

■地域の縁側として誰もが気軽に集まれる「ふれあい・いきいきサロン」
■�小学生の登下校時やひとり暮らし高齢者への「見守り・声かけ活動」
■�町会・自治会単位など、小地域でのささえあい活動

■�地域に根ざしたボランティア団体や福祉団体の行事や活動への助成
■�災害ボランティア養成講座など、地域住民を対象とした講座や研修会の開催
■生活上の困りごとを支えるきめ細かな在宅福祉サービスの展開�など

　令和５年度の東京都全体の配分実績総額は 3億 7,910 万円で、内訳は「地
域福祉活動費」が 3億 3,067 万円、「見舞金」が 4,843 万円でした。区市
町村ごとの募金の使いみちは、赤い羽根データベース「はねっと」（http://
www.tokyo-akaihane.or.jp）で検索いただけます。

見舞金
（ 12.8%）

地域福祉活動費
（87.2%）

◆地域福祉活動費を活用した都内の取組み事例

港区　車いす貸出事業
　港区社会福祉協議会では、身近な地域に車いすステーショ
ンを設置して、病気やケガ等により一時的に車いすを必要と
する人に貸し出しています。「骨折したときに近所で借りられ
て安心」「家族の通院や帰省にあわせて短期間借りられて助
かった」など感謝の声が届いています。また、車いすは地域
の学校や企業等の社会福祉に関する研修会などでも有効に活
用され、地域福祉の推進に大いに役立っています。

◆募金が配分されるまで

配分計画・
募金目標額の決定（５月）

あらかじめ配分計画を立て、その計画の
実施に必要な募金目標額を定めます。

募金の配分

「見舞金」は募金年度内の 12 月～１月
に配分されます。「地域福祉活動費」は
翌年度の４月に配分され、１年間の取組
みに活用されます。

募金活動の実施
（12 月１日～ 31 日）

協力者による各家庭への訪問や、自治会・
町会等を通じた募金用封筒の回覧などが
行われます。社会福祉協議会の窓口でも
募金を受け付けています。

◆歳末たすけあい運動に対する寄附金の税制上の優遇措置
　共同募金運動の一環である「歳末たすけあい運動」への寄附には、税制上の優遇措置があります。税制上の優遇措置を受けることを
希望される場合は、地域の社会福祉協議会にご連絡ください。

税制上の優遇措置の内容　※詳しくは東京都共同募金会までお問合せください。

〔個人の場合〕

所得税の寄附金控除、寄附金税額控除および住民税の寄附金税額控除の対象になります。
○所得税に係わる寄附金控除額（下記①、②のいずれか）
①所得控除�寄附金額（年間所得の40%を限度とする額）− 2千円
②税額控除�( 寄附金額− 2千円 ) ×40%=所得税額からの控除額（所得税額の 25％が限度）
　�※�「所得控除」とは、寄附者のその年分 (1月～ 12月 )の課税対象となる所得から、該当される額が控除されることをいい、「税

額控除」とは、納付すべき税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
○住民税に係わる寄附金税額控除額
[ 寄附金額（年間所得の30%を限度とする額）− 2千円 ]×10%

〔法人の場合〕 株式会社などの法人の寄附は、法人税の算出にあたり寄附額を「全額損金」とすることができます。

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会
〒162-8953　新宿区神楽河岸 1-1
TEL�03-3268-7186

社会福祉法人　東京都共同募金会
〒169-0072　新宿区大久保3-10-1�東京都大久保分庁舎201
TEL�03-5292-3181

狛江市　ふくしえほん　あいとぴあ
　就学前の５歳児向けに、障がい、リサイクル、いのちなど
をテーマにしたシートを配付しています。毎月配付すること
により、１年で１冊の絵本が完成します。保育園、幼稚園を
通して子どもたちに届けられ、保護者にも福祉について考え
てもらうことをねらいとしています。各園では、シートをも
とに体験等による活用が行われており、社協ではその活用支
援を行っています。

武蔵村山市社会福祉協議会
〒208-8503 武蔵村山市学園四丁目5番地の１
TEL 042-566-0061


